
 

 

 

 

例えば、次のようなことが「いじめ」となります。 

 

 

 

 

 

現在の法の定義では「いじめ」は、子どもたちが「いじめ」と考えてはいないような行為であっても、そ

れを受けた子どもが苦痛を感じているのであれば「いじめ」となります。 

 「いじめ」は決して他人事ではなく、どの子どもも「いじめ」の被害者にも加害者にもなってしまうこと

があります。 

 

 

〇子どもをまるごと受け止めましょう。 

 ・「ありがとう」、「頑張っているね」などの前向きな言葉かけで子どもの自己肯定感は高まります。 

〇ものごとの善し悪しはきちんと教えましょう。 

 ・「いじめ」は、人の尊厳を傷つける、絶対にしてはいけない行為です。 

 

  

〇子ども見守りシートを活用しましょう。 

 八王子市では、学校と家庭、地域が連携して、子どもの些細な変化に気付き「いじめの芽」の段階で早期

対応していくために「子ども見守りシート」を作成しています。市立学校のHPからダウンロードすること

ができます。お子様の様子で気になることがあった場合に、学校へ提出してください。 

 

 

〇子どもにとって良き相談相手になってあげましょう。気持ちを受け入れてあげることが大切です。 

・様子がおかしくても、問いつめたり、結論を急いだりしないようにしましょう。 

・何があっても「守り抜く」「必ず助ける」ことを真剣に伝えましょう。 

・いじめている人が悪く、いじめられている人は悪くないことを伝えましょう。 

〇学校に報告・相談してください。 

・いじめの解決には保護者、教員、関係機関の職員等、大人が協力して対応していくことが必要です。心配

なことがあった場合には、ご家族だけで悩まずに、まずは学校に相談してください。 

保護者・地域の皆様へ 

「いじめ」とは 

いじめを防止するために 

 

いじめを早く発見するために 

 

いじめ（いじめの疑い）に気が付いたら 

 

冷やかし・悪口・嫌

なことを言われる 

仲間はずれに 

される 
金品をとられる、 

壊される 

暴力 
嫌なことや危険なことを

される・させられる 

インターネット上で

嫌なことをされる 



 

①SNS等の書き込みの日付や内容を確認し、該当の書き込みをスクリーンショットで保存してください。 

②サイト管理者、サイトのプロバイダに削除を依頼してください。また、学習用端末が使用されていた場合

には、学校へ相談してください。 

③管理者・プロバイダに要請しても削除されない場合や事案によっては、警察に相談してください。 

 

 

・「学校いじめ防止基本方針」を策定し、学校ホームページ等で公表しています。 

・いじめの早期発見のためアンケート調査や個別面談等を実施しています。 

・いじめ防止のための授業を年間３回以上計画的に実施しています。

・児童・生徒が主体的に行動しようとする意識や態度を育成する取組を実施しています。 

 

 

〇平成２８年４月に「いじめを許さないまち八王子条例」が施行されました。 

 ・大人（市長、教育委員会、学校、教職員、保護者、市民）の責務又は役割が明記されました。 

〇「八王子市教育委員会いじめ防止等に関する基本的な方針」を策定しました。（平成２９年１１月） 

・八王子市、教育委員会、学校が取組むべき事項が明記されました。 

 ・保護者、地域の役割が明記されました。 

〇「八王子市教育委員会いじめ防止等に関する基本的な方針」を改定しました。（令和4年2月） 

 

 

 

●八王子市教育センターこども電話相談 ℡ 042-664-3665 月～金（祝日、年末年始除く） 8:30～17:00 

●八王子市教育センター総合教育相談 ℡ 042-664-6949 月～金（祝日、年末年始除く） 8:30～17:00 

●八王子市子ども家庭支援センター 《電話相談》 

℡ 042-656-8225 

 

月～土 

日祝日 

9:00～19:00 

9:00～17:00 

●八王子市役所経営計画第二課いじめ相談 ℡ 042-620-7499 月～金（祝日、年末年始除く）        ８:30～17:00 

●東京都教育相談センター  

（東京都いじめ相談ホットライン） 

《メール相談》 

 

年中無休 

 

24時間対応 

℡ 0120-53-8288 年中無休 24時間対応 

 

インターネット上でのいじめへの対処 

いじめ防止等に関する学校の取組 

いじめ防止等に関する教育委員会の取組 

いじめ等の相談窓口 

いじめを許さないまち八王子条例 

八王子市教育委員会 

いじめ防止等に関する基本的な方針 

いじめへの学校の対応について相談したいときは、八王子市教育委員会の教育指導課へ連絡してください。 

八王子市教育委員会 学校教育部 教育指導課 TEL 042-620-7412 

 

※ 第１火曜日（祝日のときは第２火曜日）、 
年末年始を除く 

http://www.e-sodan.metro.tokyo.jp/ 


